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はじめに 

 

本市は、平成 18 年 2月に旧輪島市と旧門

前町の合併により誕生し、高齢化率は 35.8%

と全国的にも高齢化の進んだ地域です。 

平成 19 年 3 月 25 日、震度 6 強の予期せ

ぬ地震が能登半島を襲い、甚大な被害を各

地にもたらしました。国は、災害時の要援護

者への支援として災害時要援護者避難支援

プラン作成のガイドラインを示しています

が、本市もこれにならい、災害時を中心とす

る高齢者見守りネットワークの構築に関す

るモデル事業に取り組み、全市的に要援護

者台帳の整備等を図ろうとしていた矢先に、

今回の震災が発生しました。 

 

 

能登半島地震における要援護者支援 

 

1 要援護者マップの作成と見守り活動 

この震災を機に、災害時においては、常日

頃からの地域の絆や見守り活動がいかに重

要であるかということが明らかになりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪島市門前地区(旧門前町)が行ってきた

要援護者マップの作成は、阪神淡路大震災

の教訓を生かし平成 7 年からスタートした

もので、平常時から福祉推進員による見守

り活動を行うことにより孤独死ゼロをめざ

したものです。 

福祉推進員(チーム)設置の目的は、地域

の高齢者等に対してきめ細かなサービスを

迅速に提供することにより、高齢者が安心

して生活できる地域づくりを推進すること

であり、民生委員を中心とした地域の保健

福祉活動者が地域福祉推進員としてチーム

を組織しています。 

活動内容は、担当地区の寝たきり高齢者、

一人暮らし高齢者、その他高齢者(認知症や

高齢者のみ世帯)、障害者(災害時に援助が

必要と思われる方)のマップの作成と見守

り活動、加えて状況把握を兼ねた給食サー

ビス(年 1回)です。 

民生児童委員が作成するマップは、対象

者毎に 4 種類に色分けされ、民生児童委員

と市健康福祉課、及び社会福祉協議会が各 1

部保管し、年に 1回更新してきました。 

1 人の福祉推進員(民生委員も福祉推進員

として活動)が 3～4 世帯の見守りを行い、
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その情報は 1 ヵ月に 1 回、活動記録として

民生委員が掌握するかたちとなっています。 

2 安否確認に活かされた要援護者マップ 

民生委員や福祉推進員は、日頃から見守

り活動を行っているのでマップがなくても、

頭に地図が浮かんでくると話します。 

今回の震災直後の本市における市民及び

避難所への情報伝達、安否確認の手段は、固

定電話や携帯電話が全く使えず、防災行政

無線と門前地区の有線電話に頼るしかあり

ませんでした。最も被害の甚大であった門

前地区が短時間に安否確認できたのは、有

線電話が通じたことに加えマップが有効に

活用されたことです。 

門前総合支所に出向した地域包括支援セ

ンター職員によれば、日曜日で区長も民生

委員も不在の場合は、職員がマップを活用

し要援護者宅や近隣等に、くまなく電話を

かけ家屋や避難の状況等の把握に努めたと

のだと当時を振り返ります。 

また、土地勘のない支援部隊が到着した

際にもマップは有効に活用されました。 

3 市防災訓練の効果 

震災後検証を兼ね、被害の甚大であった

公民館等で地区の代表者等から地震直後に

自分たちがとった行動の話を伺いましたが、

地域の方々の行動には頭の下がる思いです。 

震災半年前の10月に大きな地震とそれに

伴う津波が発生したとの想定で市防災総合

訓練を行ったばかりで、この時の経験が生

かされていました。 

公民館には訓練時に使用した各町内名を

記載したプラカードがあり、プラカードを

利用して町内毎に要援護者を含む住人の安

否確認を行い、確認の取れなかった対象者

には避難を促すために民生委員が自宅を再

度訪問しています。区長からは、防災訓練と

違ったのは、本部からの詳細な指示がなか

ったのみで、他は訓練どおりだったという、

行政にとっては苦くもあり、たくましい限

りの意見を得ることができました。 

 

 

地震を機に要援護者支援対策の見直し 

 

1 情報伝達体制 

今年 4 月のケーブルテレビ開局に向け、

気象庁による緊急地震速報と連動させた警

報などの気象情報や行政に関する情報を音

声で告知する端末機の無償貸し出し及びケ

ーブルテレビの画面テロップと緊急情報の

音声発信、また有線通信が途絶した場合の

防災行政無線施設の耐震性や複数ルートの

確保等情報伝達方法の体制を整備している

ところです。 

2 要援護者登録と情報の共有 

震災後の約 1 年間、見守りネットワーク

の構築に向けて、庁内各関係課並びに地域

関係機関等によるワーキンググループが協

議を重ねてきました。 

(1)見守りネットワーク構築の基本理念

の共有 

輪島市、輪島市民、関係団体等が一体

となって取り組み、高齢者・障害者等が

地域の支えあいのもと安全で安心して

日常生活を送ることができるとともに

災害時にも安全かつ迅速に避難を行え

るまちづくりをめざすことを目的とし

て下記の基本理念の共有をはかりまし

た。 
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①誰もが住み慣れた地域で安全で安心し

た生活を送れる社会づくりをめざしま

す 

②輪島市民の全員参加によるネットワー

クづくりをめざします 

③交流と相互理解による地域の絆づくり

を深めていくことをめざします 

(2)見守り関連情報の共有と情報管理 

市の防災担当課並びに高齢者や障害

者等の福祉関係 4 課から組織する見守

りネットワーク本部を立ち上げ情報を

一元化することとしました。見守りのた

めの登録用紙(共有情報)は本人の同意

を得た上で情報収集しますが、この登録

用紙(共有情報)に関しても、個人情報の

保護、震災時の経験を踏まえ簡素化に努

めました。 

また、要援護対象者は以下の方に見直

すこととしました。 

【要援護対象者】 

①独居高齢者(75 歳以上) 

②75 歳以上の高齢夫婦世帯(夫婦共に 75

歳以上) 

③要支援・要介護認定者(要支援 1～要介

護 5) 

④身体障害区分 

・上肢(1～2 級)・下肢(1～6 級)・視覚

(1～2 級)・聴覚(1～4 級)・内部(1～2

級)(心臓機能、腎臓機能、体幹、呼吸機

能、小腸機能、音声・言語・咀噛、膀胱・

直腸機能) 

⑤知的障害者(児)(療育手帳 A 交付避難

所にて健康づくり者) 

⑥精神障害者(通院公費負担対象者) 

⑦65～74 歳の高齢者のうち関係機関等が 

 

特に配慮が必要と判断される者 

⑧肢体不自由児身体障害区分に準ずる☆

妊産婦及び障害児は対象者としません

が、対象者に準じる人として対応するこ

ととします 

(3)今後の課題 

新たな見守りネットワークの構築に

向けての円滑な移行と情報の定期更新、

管理の在り方が課題となっています。マ

ップに関しては、今後は地理情報システ

ム(GIS)をもちいた災害時要援護者マッ

プを作成し、浸水や津波等のハザードマ

ップとリンクさせ災害対応に役立てた

いと考えています。 

3 避難支援計画と地域防災力の強化 

今回の地震で、門前町深見地区(36 世帯、

89 名)が、土砂崩れにより道路が寸断され、

集落が孤立した結果、やむなく船で避難を

行う事態が発生したことから、本市復興メ

ニューに避難所アクセス道路整備事業も盛

り込み、早期事業化を図りたいと考えてい

ます。 
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更に、本市防災総合訓練が避難状況の迅

速な確認などに大いに役立ったことから、

今後は、より具体性のある防災訓練を継続

すること、地理情報システム(GIS)をもちい

た災害時要援護者マップを作成し地区説明

会を行うこと等、日頃から防災意識の高揚

に努めたいと考えています。 

災害時に安全で迅速な避難を行うために

は、防災訓練を通して災害時の移動方法と

手段(避難支援者等)の確認、確保等(自家用

車・バス・漁船・防災ヘリ等)の対策を平常

時から決めておくことが重要です。 

4 避難所 

避難所生活が長期になればなるほど心身

の健康面等深刻化することから、長期避難

者の支援の在り方について、普段から十分

な検討をしておくことが必要であると考え

ています。 

今回の震災において、4 月 4 日に災害救

助法の規定に基づいた「福祉避難所」を立ち

上げることができ、介護保険認定者以外の

方でも対象者個々に応じた食事や入浴等の

支援につながり、また、生活不活発病に陥る

こともなく避難生活を送ることができたと

思います。 

 

現在は、市内 5 箇所の介護保険施設を福

祉避難所として指定することができました

が、災害時においては、施設職員も被災者で

あり勤務態勢に支障が発生することに加え、

新たな福祉避難所運営により、更に介助員

が必要となることから、平常時から近隣市

町の特定された施設と連携できる協定を事

前に締結しておくことが必要であり、全県

的に取り組むべきだと考えています。 

 

 

おわりに 

 

当市の災害時要援護者に対する避難支援

計画の作成は、震災を機に再スタートした

ばかりです。今回明らかになった課題に関

しては、専門とする方々や地域の方々のご

意見を参考にしながら、市の特性を活かし

解決に向けて取り組みたいと考えています。 

最後になりましたが、震災時にご指導い

ただきました国や県の方々、また、全国から

応援に来ていただきました多くのボランテ

ィアの方々に厚くお礼を申し上げます。 


